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令和８年度にいがた暮らしセミナー実施業務プロポーザル実施要領 

 

１ 委託業務の概要 

（１）業務名 

令和８年度にいがた暮らしセミナー実施業務 

（２）業務内容 

別紙「令和８年度にいがた暮らしセミナー実施業務委託仕様書」のとおり 

（３）委託期間 

委託契約締結の日から令和９年３月15日まで 

（４）委託先選定数 

１者 

 

２ 見積限度額 

  3,729千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    

３ スケジュール 

募集公示 ２月 18日（水） 

質問受付期限 ２月 26日（木）17時 

質問に対する回答 ３月５日（木） 

参加申込書提出期限 ３月 10日（火）17時 

応募資格の審査・確認結果通知 ３月 12日（木） 

企画提案書提出期限 ３月 19日（木）17時 

プレゼンテーション・審査会 ３月 27日（金）（予定） 

審査結果の通知・公表 ３月 31日（火）（予定） 

 

４ 資格要件 

  次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 

（１）法人又は団体であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない

者であること。 

（３）新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がないこと。 

（４）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続開始の

申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく再生手

続開始の申立てがなされていない者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の

申立又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっ

ても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者

を除く。）であること。 

（５）会社法（平成 17年法律第 86号）第 475条若しくは第 644条の規定に基づく清
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算の開始又は破産法（平成 16年法律第 75号）第 18条若しくは第 19条の規定に

基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（６）新潟県暴力団排除条例（平成 23年新潟県条例第 23号）第２条に定める暴力団、

暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

 

５ 質問の受付及び回答 

（１）質問の受付 

  ① 質問方法 

別紙様式１「令和８年度にいがた暮らしセミナー実施業務委託に関する質問

書」を電子メールにより送付すること。 

※メール送信後、提出先あてに到着確認の電話を行うこと。 

② 受付期限 

    令和８年２月 26日（木）午後５時（必着） 

③ 提出先 

下記「13 担当課（問合せ先）」に同じ 

（２）質問に対する回答 

  ① 回答方法 

新潟県ホームページにおいて質問と回答のみを掲載する。 

    ※質問に対する回答は、実施要領及び仕様書の追加又は修正として扱う。 

  ② 回答日 

    令和８年３月５日（木） 

 

６ 参加申込及び提案資格の確認結果の通知 

（１）参加申込 

  ① 提出書類 

ア 別紙様式２「令和８年度にいがた暮らしセミナー実施業務プロポーザル 

参加申込書」 

イ 新潟県に納税義務を有する者にあっては、県税納税証明書（参加申込書 

 提出日から遡って過去３か月以内に発行されたものであって、納期が到来

した県税について未納がないことを証明したものに限る。） 

    ウ 法人等の概要を説明したパンフレット等 

  ② 提出期限 

令和８年３月 10日（火）午後５時（必着） 

③ 提出先 

下記「13 担当課（問合せ先）」に同じ 

④ 提出方法 

    電子メール 

※書類は電子データ（PDF形式）で提出すること。 
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※メール送信後、提出先あてに到着確認の電話を行うこと。 

（２）提案資格の確認結果の通知 

   参加申込をした者全員に対し、令和８年３月 12 日（木）までに提案資格の確

認結果を書面により通知する。 

（３）参加申込辞退書の提出 

   参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、令和８年３月 19 日（木）まで

に別紙様式３「令和８年度にいがた暮らしセミナー実施業務プロポーザル参加申

込辞退書」を下記「13 担当課（問合せ先）」に提出すること。 

 

７ 企画提案書の提出 

（１）提出書類 

① 企画提案書 

本要領及び仕様書をふまえ、以下の項目について記載すること。 

（任意様式：Ａ４横印刷・左上綴じ、表紙に法人等名明記） 

  ア 事業実施における考え方・コンセプト、期待される効果 

  イ 実施概要 

    ・セミナー内容（ターゲット、テーマ・タイトル、プログラム・タイ

ムスケジュール、ゲスト案 等） 

    ・開催・運営方法（実施形態（オンライン、ハイブリッドのいずれか）、

司会、体制 等） 

    ・広告・宣伝手段（県の別途予算による広告・宣伝の提案を含む。） 

  ウ 業務実施スケジュール 

    業務全体のスケジュール、各回の実施スケジュール 

  エ 業務実施体制 

    業務主任者、業務の実施体制 

   ② 見積書 

     （任意様式：総額及び内訳について作成、代表者名明記） 

（２）提出部数 

   各６部 

（３）提出期限 

   令和８年３月 19日（木）午後５時（必着） 

（４）提出先 

   下記「13 担当課（問合せ先）」に同じ 

（５）提出方法 

   郵送又は持参 

※郵送の場合は、提出先あてに到着確認の電話を行うこと。 

（６）その他 

① 提案者は１つの提案しか行うことができない。 
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  ② 提出期限後の書類の差替えや再提出は認めない。 

 

８ 審査会の実施 

本プロポーザルの審査は、令和８年度にいがた暮らしセミナー実施業務プロポー

ザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行う。 

（１）実施日 

令和８年３月 27日（金）予定 

（２）実施方法 

オンライン会議システム（Zoom）を使用して行う。提案者が審査委員に対し、

自己の企画内容について説明した後、審査委員から質疑を行う。時間配分は、企

画内容の説明を 15 分、審査委員による質疑を 10 分とする。ただし、審査委員会

が、本プロポーザル競技に参加を表明した者が多数であると認める場合は、提出

された書類による一次審査を行い、あらかじめプレゼンテーションを求める者を

選定した上で実施する。なお、一次審査の有無およびプレゼンテーションの時間

等の詳細は、参加申込書を提出した者に対し個別に連絡する。 

 

９ 審査要領 

次の審査基準に基づき、提出された提案書及びプレゼンテーションの結果に基づ

き審査し、最も優れた提案を行った者（以下、「最優秀提案者」という。）と次点の

者を決定する。 

審査項目 審査の視点 配点 

企画 

立案 

全体 
本事業の目的を理解した提案であるか。コンセプトが明確

であり、目的や集客目標を達成できる内容であるか。 
15 

セミナー 

【内容】 

ターゲットを的確に捉えた、訴求力のあるテーマであるか。

本県への移住意欲を醸成し具体的な行動を促進する、魅力

あるプログラムや内容であるか。 

30 

【運営方法】 

本県の特色や魅力を表現し、にいがた暮らしへの興味・関

心を喚起する工夫を凝らした運営方法であるか。オンライ

ン形式での開催の場合でも、参加者と双方向のコミュニケ

ーションを取る等の工夫がなされているか。 

20 

広告・宣伝 
ターゲットの属性等を踏まえ、集客につなげるための効果

的・効率的な手法・内容であるか。 
15 

管理 

遂行 
体制 

業務や報告、協議等を確実に実施できる体制であるか。適

切な実施スケジュールが設定されているか。 
10 

経済性 経費 
予算を最大限に活用した企画内容であるか。内容に対して

妥当な見積額であるか。 
10 

合計 100 
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10 審査結果の通知 

  審査結果については、提案者それぞれに対して文書で通知する。 

 

11 契約の締結 

県は、審査委員会が最優秀提案者と決定した者と委託契約の締結交渉を行い、別

途定める予定価格の範囲内で契約を締結する。ただし、その者が地方自治法第 167

条の４の規定のいずれかに該当することとなった場合は契約の締結を行わないこ

とがある。また、最優秀提案者と協議が整わない場合、次点者と協議の上、契約を

締結する場合がある。なお、契約の締結に際しては、別紙様式４「暴力団等の排除

に関する誓約書」を提出すること。提出がないときは、契約を締結しない。 

 

12 その他の留意事項等 

(１) 本業務は令和８年度新潟県予算成立後に実施が確定するので、詳細内容の変更

又は、場合により業務中止となる可能性がある。 

(２) 参加申込書等の作成及び提出、プレゼンテーション等に要する費用は、提案者

が負担する。 

(３) 提出された書類は返却しない。 

(４) 提出のあった書類は、審査以外には無断で使用しない。また、審査の際、必要

な範囲において、提案者に通知することなく複製を作成することがある。 

(５) 失格事項 

次のいずれかに該当する者が行った提案は、失格となることがある。 

① 本要領に適合しない書類を作成し、提出した者 

② 記載すべき事項の全部又は一部を記載せず、又は虚偽の記載をし、これを   

提出した者  

③ 参加資格を満たさなくなった、又は参加資格を満たさないことが判明し 

た者 

(６) 契約締結までの間に、県との協議を経て、提案された業務内容に変更が生じる

場合がある。 

 

13 担当課（問合せ先） 

新潟県産業労働部しごと定住促進課Ｕ・Ｉターン就業促進班 担当：新保 

   〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１ 

TEL: 025-280-5259 

E-mail: shimbo.daisuke@pref.niigata.lg.jp  


